
医師及び看護師の負担軽減及び処遇改善に資する計画

・委員会の設置

１．医師及び看護師の負担軽減に係る委員会を設置し、その責任者として事務長を任命する

２．会議は年１回以上開催する　※ 他必要に応じて開催

３．計画策定及び達成状況の評価を行う

４．計画書は院内に掲示し、取り組み事項を周知する

医療従事者の負担軽減及び処遇改善に関する取り組み事項

・病院勤務医

１．常勤医師の採用（業務負担の軽減）

２．日当直業務に対する配慮

３．専門外来の拡充

４．業務配分の調整による休暇取得の推進

・看護職員

１．適正な人員配置と業務改善

２．看護部門内のリリーフ体制整備

３．他科との連携業務の改善

令和７年３月２５日現在

士幌町国民健康保険病院

　当院勤務医及び看護師の負担軽減及び処遇改善に資することを目的とする計画を策定し、これに
基づき以下の取り組みを実施しております。

負担軽減及び処遇改善に関する体制

　私たちは、医療の専門職種が専門性を必要とする業務に専念できるよう、より効率的な業務運営
を行うとともに快適な職場環境の実現に努めてまいります。


